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１　

は
じ
め
に

一
九
九
二
年
に
育
児
休
業
法
が
施
行
さ
れ

て
一
五
年
余
り
経
つ
。
同
法
に
よ
り
、
勤
務

先
の
育
児
休
業
制
度
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

労
働
者
は
育
児
休
業
を
取
得
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
同
法
施
行
後
、
就
業
規
則
等

に
育
児
休
業
制
度
の
規
定
を
設
け
る
企
業
も

増
え
、
女
性
の
育
児
休
業
取
得
者
は
増
え
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
で
も
多
く
の
女
性

が
出
産
・
育
児
期
に
仕
事
を
や
め
て
い
る
。

そ
の
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
当
機

構
で
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
「
多
様
な
働
き

方
へ
の
対
応
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
の
実
現
に
向
け

た
就
業
環
境
の
整
備
の
在
り
方
に
関
す
る
調

査
研
究
」
の
サ
ブ
テ
ー
マ
と
し
て
、
平
成
一

九
年
度
か
ら
平
成
二
三
年
度
ま
で
「
就
業
継

続
の
政
策
効
果
に
関
す
る
研
究
」
を
実
施
し

て
い
る
。
そ
の
中
間
と
り
ま
と
め
で
あ
る
労

働
政
策
研
究
報
告
書N
o.109

『
出
産
・
育

児
期
の
就
業
継
続
と
育
児
休
業―

大
企
業
と

中
小
企
業
の
比
較
を
中
心
に
』
で
は
、
大
企

業
と
中
小
企
業
の
育
児
休
業
制
度
の
普
及
状

況
の
違
い
に
着
目
し
、
出
産
・
育
児
期
の
就

業
継
続
支
援
の
課
題
を
企
業
規
模
（
常
用
労

働
者
数
）
別
に
整
理
し
て
い
る
。

中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
、個
々

の
労
働
者
に
対
し
て
柔
軟
に
対
応
し
て
い
る

た
め
、
両
立
支
援
の
制
度
は
な
く
て
も
就
業

継
続
で
き
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
本
報
告
書
の
分
析
結
果
か
ら
、
中

小
企
業
に
お
い
て
も
、
育
児
休
業
制
度
が
な

い
企
業
で
は
第
一
子
出
産
前
に
退
職
す
る
女

性
が
多
い
こ
と
、
一
〇
〇
人
未
満
の
小
規
模

企
業
に
勤
務
す
る
女
性
は
育
児
休
業
取
得
が

難
し
く
、
都
市
部
に
お
い
て
は
保
育
所
の
利

用
も
難
し
い
こ
と
か
ら
多
く
の
女
性
が
退
職

し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
出
産
・
育

児
期
に
就
業
継
続
す
る
女
性
が
増
え
る
た
め

に
、
中
小
企
業
に
お
い
て
も
育
児
休
業
制
度

の
普
及
と
取
得
促
進
は
重
要
な
課
題
と
い
え

る
。
一
方
、
大
企
業
で
は
育
児
休
業
制
度
の

導
入
率
が
九
〇
％
を
超
え
て
お
り
、
育
児
休

業
取
得
率
も
高
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近

年
の
女
性
の
働
き
方
の
変
化
に
よ
り
就
業
継

続
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
析
結
果

か
ら
示
唆
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
変
化
に
対
応

し
た
さ
ら
な
る
就
業
継
続
支
援
の
充
実
が
大

企
業
の
課
題
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
の
知
見
を
得
た
分
析
結
果
の
要
点

を
以
下
で
解
説
す
る（
１
）。

２　

育
児
休
業
制
度
の
企
業
規
模
別

普
及
状
況

は
じ
め
に
、
育
児
休
業
制
度
の
企
業
規
模

別
普
及
状
況
を
確
認
し
よ
う
。
図
１
は
、
育

児
休
業
制
度
が
あ
る
事
業
所
の
割
合
（
導
入

率
）
を
企
業
規
模
別
に
示
し
て
い
る
。
グ
ラ

フ
の
オ
レ
ン
ジ
の
帯
が
一
九
九
九
年
に
実
施

さ
れ
た
「
平
成
一
一
年
度
女
性
雇
用
管
理
基

本
調
査
」（
労
働
省
）
の
結
果
、
白
い
帯
が
二

〇
〇
七
年
に
実
施
さ
れ
た
「
有
期
契
約
労
働

者
の
育
児
休
業
等
の
利
用
状
況
に
関
す
る
調

査（
２
）」（
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
、
以

下「
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
二
〇
〇
七
年
事
業
所
調
査
」

と
略
す
）
の
結
果
で
あ
る
。

三
〇
〇
人
未
満
の
企
業
規
模
（
一
〇
〇―

二
九
九
人
、三
〇―

九
九
人
、三
〇
人
未
満
）

の
育
児
休
業
制
度
導
入
率
が
、
一
九
九
九
年

か
ら
二
〇
〇
七
年
に
か
け
て
上
昇
し
て
い
る
。

一
九
九
九
年
の
時
点
で
、
三
〇
〇
人
以
上
の

企
業
規
模
（
一
〇
〇
〇
人
以
上
、
三
〇
〇―

九
九
九
人
）
の
育
児
休
業
制
度
導
入
率
は
九

〇
％
を
超
え
て
い
た
が
、
三
〇
〇
人
未
満
の

図1　企業規模別　育児休業制度がある事業所の割合
－1999年と2007年の比較－

資料出所：1999 年：「平成 11年度女性雇用管理基本調査」（労働省）
2007 年：「有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関する調査」（労働政策研究・研修機構）
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Ｔ
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導
入
率
は
相
対
的
に
低
か
っ
た
。
だ
が
、
そ

の
後
三
〇
〇
人
未
満
の
企
業
規
模
で
も
育
児

休
業
制
度
を
導
入
す
る
事
業
所
が
増
え
た
こ

と
に
よ
り
、
企
業
規
模
間
の
差
は
縮
小
し
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
二
〇

〇
七
年
に
お
い
て
も
相
対
的
に
は
企
業
規
模

が
小
さ
い
ほ
ど
導
入
率
が
低
く
、
と
く
に
三

〇
人
未
満
の
企
業
規
模
の
導
入
率
は
約
三
割

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、

両
立
支
援
の
制
度
は
な
く
て
も
個
々
の
従
業

員
に
柔
軟
な
対
応
を
し
て
い
る
た
め
就
業
継

続
し
や
す
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
出
産
・

育
児
期
の
就
業
継
続
が
増
え
る
た
め
に
、
中

小
企
業
に
お
い
て
も
育
児
休
業
の
制
度
化
が

重
要
と
い
え
る
か
、個
人
を
対
象
と
し
た「
仕

事
と
生
活
調
査
」（
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機

構 

二
〇
〇
五
年
）
の
デ
ー
タ
を
分
析
し
た

結
果
を
次
に
示
そ
う
。

３　

第
一
子
出
産
・
育
児
期
の

就
業
継
続
と
企
業
規
模

出
産
・
育
児
期
の
就
業
継
続
に
お
い
て
、

多
く
の
女
性
は
出
産
前
に
勤
務
先
を
退
職
し

て
い
る
。
と
く
に
第
一
子
出
産
前
の
退
職
率

は
高
く
、「
第
一
回
二
一
世
紀
出
生
児
縦
断
調

査
」（
厚
生
労
働
省
二
〇
〇
一
年
）
に
よ
れ
ば
、

第
一
子
出
産
一
年
前
に
有
職
で
あ
っ
た
女
性

の
約
七
割
が
出
産
半
年
後
ま
で
に
退
職
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
を
踏
ま
え
て
、
以
下

で
は
第
一
子
出
産
前
の
退
職
状
況
に
焦
点
を

当
て
る
。

図
２
は
企
業
規
模
別
の
第
一
子
出
産
前
退

職
時
期
の
割
合
を
コ
ー
ホ
ー
ト
別
に
示
し
て

い
る
。
図
の
「
均
等
法
前
世
代
」（
一
九
五
〇

―

六
〇
年
生
）
は
、
大

多
数
が
一
九
八
六
年
の

男
女
雇
用
機
会
均
等
法

（
以
下
、「
均
等
法
」
と

略
す
）
施
行
前
に
初
職

を
開
始
し
、
一
九
九
二

年
の
育
児
休
業
法
施
行

前
に
第
一
子
を
出
産
し

て
い
る
。
一
方
、
若
い

「
均
等
法
後
世
代
」（
一

九
六
一―

七
五
年
生
）

は
大
多
数
が
均
等
法
施

行
後
に
初
職
を
開
始
し
、

育
児
休
業
法
施
行
後
に

第
一
子
を
出
産
し
て
い

る
。
今
日
の
就
業
継
続

支
援
の
課
題
を
明
ら
か

に
す
る
目
的
か
ら
、
以

下
で
は
主
と
し
て
「
均

等
法
後
世
代
」
に
注
目

し
た
い
が
、
前
の
世
代
と
の
比
較
に
よ
り
明

確
に
な
る
課
題
も
あ
る
た
め
、「
均
等
法
前
世

代
」
の
分
析
結
果
も
あ
わ
せ
て
示
す
こ
と
に

す
る
。

ま
た
、
企
業
規
模
は
図
１
の
結
果
を
踏
ま

え
て
「
三
〇
〇
人
以
上
」
を
大
企
業
と
し
、

中
小
企
業
は
「
一
〇
〇―

二
九
九
人
」「
三
〇

―

九
九
人
」「
三
〇
人
未
満
」に
分
け
る
。「
三

〇
〇
人
以
上
」
は
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推

進
法
（
以
下
、「
次
世
代
法
」
と
略
す
）
に
も

と
づ
い
て
仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
の
行
動

計
画
（
一
般
事
業
主
行
動
計
画
。
以
下
、「
行

動
計
画
」
と
略
す
）
を
策
定
す
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
企
業
規
模
に
相
当
す
る
。

「
一
〇
〇―

二
九
九
人
」
は
改
正
次
世
代
法

に
よ
り
、
新
た
に
行
動
計
画
策
定
が
義
務
づ

け
ら
れ
る
規
模
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
一
〇

〇
人
未
満
の
企
業
規
模
の
中
で
も
、
先
の
図

１
が
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
三
〇
人
を
境
に

育
児
休
業
制
度
の
導
入
率
に
差
が
あ
る
。
そ

の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
四
区
分
に
し
て
い
る
。

図
２
を
み
よ
う
。「
均
等
法
前
世
代
」（
一

九
五
〇―

六
〇
年
生
）は
、「
三
〇
〇
人
以
上
」

と
「
三
〇
人
未
満
」
に
お
い
て
「
出
産
時
点

ま
で
継
続
」
の
割
合
（
以
下
、「
継
続
率
」
と

略
す
）
が
相
対
的
に
高
い
。
最
も
規
模
の
小

さ
い
「
三
〇
人
未
満
」
の
企
業
で
は
「
三
〇

〇
人
以
上
」
の
大
企
業
と
同
じ
く
ら
い
継
続

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、

若
い
「
均
等
法
後
世
代
」（
一
九
六
一―

七
五

年
生
）
の
継
続
率
を
み
る
と
、「
三
〇
〇
人
以

上
」
と
「
三
〇
人
未
満
」
が
前
の
世
代
に
比

べ
て
大
き
く
低
下
し
て
い
る
。
こ

の
世
代
で
最
も
継
続
率
が
高
い
の

は
、「
一
〇
〇―

二
九
九
人
」
で
あ

り
、
そ
の
割
合
は
「
均
等
法
前
世

代
」
と
比
べ
て
も
低
下
し
て
い
な

い
。
ま
た
、「
三
〇―

九
九
人
」
の

継
続
率
も
前
の
世
代
か
ら
の
低
下

幅
は
小
さ
い
。

育
児
休
業
制
度
と
第
一
子
出
産
前

退
職
状
況

こ
う
し
た
第
一
子
出
産
前
の
退

職
割
合
を
、
勤
務
先
の
育
児
休
業

制
度
の
有
無
別
に
示
し
た
の
が
図

３
で
あ
る
。「
均
等
法
前
世
代
」

は
大
多
数
が
育
児
休
業
法
施
行
前

に
第
一
子
を
出
産
し
て
お
り
、
勤

務
先
に
育
児
休
業
制
度
が
あ
っ
た

女
性
も
少
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は

若
い
「
均
等
法
後
世
代
」
の
結
果

の
み
示
す
。
結
果
を
み
よ
う
。
企

業
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
児
休

図2　第1子出産直前退職時期比率
－コーホート・企業規模別－

資料出所：「仕事と生活調査」（労働政策研究・研修機構　2005 年）

図3  第1子出産直前勤務先の退職時期
－コーホート・企業規模・育児休業制度の有無別－

（均等法後世代：1961-75年生）

資料出所：「仕事と生活調査」（労働政策研究・研修機構　2005 年）
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業
制
度
「
あ
り
」
に
比
べ
て
「
な
し
」
は
継

続
率
が
低
い
。
中
小
企
業
に
お
い
て
も
、
出

産
・
育
児
期
に
就
業
継
続
す
る
女
性
が
増
え

る
た
め
に
、
個
々
の
企
業
が
育
児
休
業
制
度

の
規
定
を
も
う
け
る
こ
と
は
重
要
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
次
の
図
４
か
ら
は
、
一
〇
〇
人

未
満
の
企
業
規
模
で
は
育
児
休
業
取
得
が
難

し
い
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
図
４
は
「
均
等

法
後
世
代
」（
一
九
六
一―
七
五
年
生
）
を
対

象
に
、
妊
娠
・
出
産
期
の
女
性
労
働
者
に
占

め
る
育
児
休
業
取
得
者
の
割
合
を
示
し
て
い

る
。
一
〇
〇
人
以
上
の
企
業
規
模
に
比
べ
て

一
〇
〇
人
未
満
は
「
育
児
休
業
取
得
し
て
継

続
」
の
割
合
が
著
し
く
低
く
、「
退
職
」
の
割

合
が
高
い
。

だ
が
、
育
児
休
業
取
得
者
の
割
合
が
最
も

高
い
「
三
〇
〇
人
以
上
」
に
お
い
て
も
、
継

続
率
は
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
規
模
で
は

「
育
児
休
業
を
取
得
せ
ず
に
継
続
」
の
割
合

が
低
く
、
そ
の
た
め
に
「
育
児
休
業
を
取
得

し
て
継
続
」
と
「
育
児
休
業
意
を
取
得
せ
ず

に
継
続
」
の
合
計
し
た
継
続
率
は
、「
一
〇
〇

―

二
九
九
人
」
よ
り
低
い
。
三
〇
〇
人
以
上

の
大
企
業
で
は
、
育
児
休
業
以
外
の
要
因
に

よ
っ
て
退
職
す
る
女
性
が
増
え
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
雇
用
形
態
と
職
種
に
着
目
し
て

こ
の
点
を
次
に
検
討
し
よ
う
。

女
性
の
働
き
方
と
出
産
前
退
職
状
況

雇
用
形
態
と
の
関
係
か
ら
み
る
。
図
5
は
、

「
均
等
法
前
世
代
」
と
「
均
等
法
後
世
代
」

に
お
け
る
企
業
規
模
別
の
第
一
子
出
産
前
退

職
時
期
の
割
合
を
出
産
直
前
の
雇
用
形
態
別

に
示
し
て
い
る
。

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
「
正
規
雇
用
」
で

あ
る
。「
三
〇
〇
人
以
上
」「
三
〇―

九
九
人
」

「
三
〇
人
未
満
」
は
「
正
規
雇
用
」
の
継
続

率
が
「
均
等
法
前
世
代
」
か
ら
「
均
等
法
後

世
代
」
に
か
け
て
低
下
し
て
い
る
。
先
の
図

２
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
模
の
継
続
率
は

全
体
的
に
低
下
し
て
い
た
。
そ
の
要
因
と
し

て
、
正
規
雇
用
の
継
続
率
が
低
下
し
て
い
た

こ
と
を
図
５
は
示
し
て
い
る
。

加
え
て
注
目
し
た
い
の
が
、「
均
等
法
後
世

代
」
の
「
非
正
規
雇
用
」
で
あ
る
。
二
〇
〇

五
年
四
月
施
行
の
改
正
育
児
・
介
護
休
業
法

に
よ
り
有
期
契
約
労
働
者
の
一
部
が
育
児
休

業
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
分
析
対
象
は
大
多

数
が
改
正
法
施
行
前
に
出
産
し
て
い
る
。「
非

正
規
雇
用
」
の
多
く
は
有
期
契
約
で
あ
る
た

め
に
育
児
休
業
を
取
得
で
き
な
か
っ
た
可
能

性
が
高
い
。
だ
が
、
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇

用
の
継
続
率
の
差
は
企
業
規
模
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
い
る
。「
三
〇
〇
人
以
上
」
と
「
三

〇
人
未
満
」
で
は
、
正
規
雇
用
よ
り
非
正
規

雇
用
の
継
続
率
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
図
表

は
割
愛
す
る
が
、
若
い
世
代
の
非
正
規
雇
用

割
合
は
一
〇
〇
人
以
上
の
企
業
規
模
で
上
昇

し
て
お
り
、「
三
〇
〇
人
以
上
」
で
は
「
均
等

法
前
世
代
」
の
七
・
二
％
か
ら
「
均
等
法
後

世
代
」
で
は
二
四
・
七
％
に
な
っ
て
い
る
。

若
年
層
の
非
正
規
雇
用
拡
大
が
大
企
業
の
継

続
率
を
下
げ
る
要
因
に
な
っ
て
い
た
と
い
え

よ
う
。
一
方
、「
一
〇
〇―

二
九
九
人
」と「
三

〇―

九
九
人
」
で
は
非
正
規
雇
用
の
継
続
率

が
正
規
雇
用
よ
り
も
低
く
な
っ
て
い
な
い
。

二
〇
〇
五
年
か
ら
新
た
に
育
児

休
業
の
対
象
と
な
っ
た
有
期
契

約
労
働
者
の
就
業
継
続
拡
大
は
、

と
く
に
三
〇
〇
人
以
上
の
大
企

業
に
お
い
て
重
要
な
課
題
と
い

え
る
。

つ
づ
い
て
職
種
と
の
関
係
を

み
よ
う
。
図
６
は
、「
均
等
法
前

世
代
」
と
「
均
等
法
後
世
代
」

に
お
け
る
企
業
規
模
別
の
第
一

子
出
産
前
退
職
時
期
の
割
合
を

出
産
直
前
の
職
種
別
に
示
し
て

い
る
。
個
々
の
職
種
に
つ
い
て

企
業
規
模
別
に
分
析
で
き
る
サ

ン
プ
ル
サ
イ
ズ
を
確
保
で
き
て

い
な
い
た
め
、「
均
等
法
前
世

代
」
と
「
均
等
法
後
世
代
」
の

各
企
業
規
模
で
最
も
割
合
の
高

い
事
務
職
と
、
伝
統
的
に
継
続

率
の
高
い
「
専
門
・
技
術
職
」

を
単
独
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
、

図4　第1子妊娠・出産期の就業継続と育児休業取得
－コーホート・企業規模別－
（均等法後世代：1961-75年生）

分析対象：妊娠時雇用就業者
資料出所：「仕事と生活調査」（労働政策研究・研修機構　2005 年）

図5　第1子出産直前退職時期比率
－コーホート・企業規模・第1子出産直前雇用形態別－
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他
の
職
種
は
「
そ
の
他
」
と
し
て
一
括
り
に

し
て
い
る
。

ま
ず
、
企
業
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
専
門
・

技
術
職
の
継
続
率
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
伝
統
的
な
継
続
職
種

の
継
続
率
が
低
下
し
て
い
る
た
め
に
、「
均
等

法
後
世
代
」
の
継
続
率
が
上
昇
し
て
い
な
い

こ
と
を
示
唆
す
る
結
果
で
あ
る
。
加
え
て
注

目
し
た
い
の
は
、
事
務
職
の
継
続
率
で
あ
る
。

先
の
図
２
に
お
い
て
全
体
的
な
継
続
率
が
大

き
く
低
下
し
て
い
た
「
三
〇
〇
人
以
上
」
と

「
三
〇
人
未
満
」
で
は
事
務
職
の
継
続
率
が

低
下
し
て
い
る
。
と
く
に「
三
〇
〇
人
以
上
」

は
事
務
職
の
継
続
率
低
下
が
著
し
い
。
逆
に

「
一
〇
〇―

二
九
九
人
」
は
事
務
職
の
継
続

率
が
上
昇
し
て
い
る
。「
三
〇―

九
九
人
」

の
事
務
職
も
ほ
と
ん
ど
低
下
し
て
い
な
い
。

出
産
前
の
女
性
の
中
で
最
も
多
数
を
占
め
る

事
務
職
の
継
続
率
が
、
出
産
・
育
児
期
の
女

性
全
体
の
継
続
率
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

４　

地
域
環
境
と
出
産
・
育
児
期
の

就
業
継
続

も
う
一
つ
、
企
業
の
外
で
就
業
継
続
に
影

響
を
及
ぼ
す
要
因
と
し
て
、
地
域
の
両
立
支

援
環
境
と
の
関
係
を
取
り
上
げ
た
い
。
仕
事

と
育
児
の
両
立
支
援

と
し
て
、
保
育
サ
ー

ビ
ス
の
拡
充
も
図
ら

れ
て
き
た
が
、
都
市

部
の
保
育
所
不
足
は

今
日
も
解
消
さ
れ
て

い
な
い
。
厚
生
労
働

省
の
雇
用
均
等
・
児

童
家
庭
局
保
育
課
の

「
保
育
所
の
状
況（
平

成
二
〇
年
四
月
一
日

現
在
）等
に
つ
い
て
」

に
よ
れ
ば
、
保
育
所

の
待
機
児
童
は
都
市

部
が
七
七
・
七
％
を

占
め
て
い
る（
３
）。

こ
う
し
た
地
域
の

両
立
支
援
環
境
は
企

業
に
と
っ
て
も
軽
視

で
き
な
い
要
因
で
あ

る
。
図
７
を
み
よ
う
。

図
は
、「
均
等
法
前
世

代
」「
均
等
法
後
世

代
」
の
第
一
子
出
産

時
居
住
地
（「
都
市
部
」
か
「
そ
の
他
」
の

地
域
か
）
別
出
産
前
退
職
割
合
を
育
児
休
業

制
度
の
有
無
別
に
示
し
て
い
る
。「
均
等
法

前
世
代
」「
均
等
法
後
世
代
」
に
共
通
す
る
点

と
し
て
、
次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

育
児
休
業
制
度
「
あ
り
」
の
継
続
率
は
「
そ

の
他
」
よ
り
「
都
市
部
」
の
方
が
低
い
。
つ

ま
り
、
育
児
休
業
制
度
の
効
果
は
都
市
部
で

相
対
的
に
低
く
な
る
。
だ
が
、「
そ
の
他
」
の

育
児
休
業
制
度
「
な
し
」
に
比
べ
て
、「
都
市

部
」
の
育
児
休
業
制
度
「
あ
り
」
の
方
が
継

続
率
は
高
い
。
育
児
休
業
制
度
に
よ
り
、「
都

市
部
」
の
就
業
継
続
の
難
し
さ
は
緩
和
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
育

児
休
業
制
度
が
勤
務
先
に
あ
り
、
か
つ
保
育

所
へ
の
入
所
が
容
易
で
あ
る
「
そ
の
他
」
の

育
児
休
業
制
度
「
あ
り
」
の
継
続
率
が
最
も

高
い
。
地
域
の
両
立
支
援
と
育
児
休
業
が
有

機
的
に
機
能
す
る
こ
と
で
就
業
継
続
す
る
女

性
は
増
え
る
と
い
え
る
。

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
次
の
図
８
を
み

よ
う
。
図
８
は
コ
ー
ホ
ー
ト
お
よ
び
企
業
規

模
別
第
一
子
出
産
直
前
勤
務
先
退
職
時
期
の

割
合
を
第
一
子
出
産
時
居
住
地
別
に
示
し
て

い
る
。

「
均
等
法
前
世
代
」「
均
等
法
後
世
代
」
に

共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、
三
〇
人
以
上
の
企

業
規
模
で
は
「
都
市
部
」
の
継
続
率
が
「
そ

の
他
」
よ
り
明
ら
か
に
低
く
な
っ
て
い
る
。

特
に
「
三
〇―

九
九
人
」
の
「
都
市
部
」
の

継
続
率
は
低
い
。
対
し
て
、「
三
〇
人
未
満
」

で
は
わ
ず
か
に
「
都
市
部
」
の
方
が
低
い
も

の
の
、「
そ
の
他
」
と
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

だ
が
、「
均
等
法
前
世
代
」
と
「
均
等
法
後
世

代
」
を
比
較
す
る
と
、
企
業
規
模
ご
と
に
、

次
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
分
析
結
果

か
ら
読
み
取
れ
る
。

ま
ず
、「
三
〇
〇
人
以
上
」
と
「
三
〇
人
未

満
」
で
は
「
都
市
部
」「
そ
の
他
」
と
も
「
均

等
法
後
世
代
」
の
継
続
率
が
低
下
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
企
業
規
模
で
は
、
地
域
の
両
立
支

援
環
境
よ
り
も
働
き
方
の
変
化
が
就
業
継
続

率
の
低
下
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
一
方
、「
三
〇―

九
九
人
」
は
、

「
そ
の
他
」
の
地
域
の
継
続
率
が
上
昇
す
る

一
方
で
、「
都
市
部
」
の
継
続
率
が
前
の
世
代

に
も
増
し
て
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
規
模

の
女
性
は
育
児
休
業
の
取
得
者
が
少
な
い
こ

と
を
前
出
の
図
４
は
示
し
て
い
た
。
加
え
て

都
市
部
で
は
、
保
育
所
へ
の
入
所
も
難
し
い
。

そ
う
し
た
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
た
め
に
、

「
三
〇―

九
九
人
」
の
企
業
に
勤
務
す
る
都

図6　第1子出産直前退職時期比率
－コーホート・企業規模・第1子出産直前職種別－
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市
部
の
女
性
の
継
続
率
は
低
く
な
っ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

女
性
労
働
力
活
用
の
取
組
み
と

育
児
休
業

育
児
休
業
取
得
者
の
割
合
が
高
い
三
〇
〇

人
以
上
の
大
企
業
に
お
い
て
も
、
女
性
の
働

き
方
の
変
化
に
よ
り
、
第
一
子
出
産
前
に
多

く
の
女
性
が
退
職
し
て
い
る
。
一
方
、
一
〇

〇
人
未
満
の
企
業
で
は
依
然
と
し
て
育
児
休

業
取
得
者
が
少
な
い
た
め
に
就
業
継
続
率
が

低
く
な
っ
て
い
る
。
一
〇
〇
人
未
満
の
小
規

模
企
業
に
お
い
て
は
、
今
日
で
も
育
児
休
業

を
取
得
で
き
る
職
場
環
境
の
形
成
が
就
業
継

続
支
援
の
主
要
な
課
題
と
い
え
る
。
中
小
企

業
に
お
け
る
育
児
休
業
の
効
果
的
な
定
着
に

向
け
た
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

個
々
の
企
業
の
女
性
労
働
力
活
用
の
取
組
み
、

具
体
的
に
は
、
男
女
均
等
の
取
組
み
と
次
世

代
法
行
動
計
画
の
策
定
に
着
目
し
て
、
Ｊ
Ｉ

Ｌ
Ｐ
Ｔ
二
〇
〇
七
年
事
業
所
調
査
の
デ
ー
タ

を
分
析
し
た
結
果
を
示
す
。

男
女
均
等
の
取
組
み
と
育
児
休
業

男
女
均
等
の
取
組
み
と
の
関
係
か
ら
み
よ

う
。
図
９
は
、
企
業
規
模
別
育
児
休
業
制
度

導
入
率
を
男
女
均
等
の
取
組
み
の
有
無
別
に

示
し
て
い
る
。

「
三
〇
〇
人
以
上
」
で
は
均
等
の
取
組
み

「
あ
り
」
の
方
が
育
児
休
業
制
度
の
導
入
率

は
高
く
、「
ほ
ぼ
す
べ
て
」
と
言
っ
て
よ
い
ほ

ど
高
い
割
合
で
育
児
休
業
制
度
が
あ
る
。
対

し
て
、「
一
〇
〇―

二
九
九
人
」
で
は
均
等
の

取
組
み
「
な
し
」
の
方
が
育
児
休
業
制
度
導

入
率
は
高
い
。「
三
〇―

九
九
人
」
は
均
等

の
取
組
み
の
有
無
に
よ
る
育
児
休
業
制
度
導

入
率
の
差
が
な
い
。
こ
の
点
で
大
企
業
と
は

傾
向
が
異
な
る
。
一
方
、
企
業
規
模
が
最
も

小
さ
い
「
三
〇
人
未
満
」
は
、
均
等
の
取
組

み
「
あ
り
」
の
方
が
育
児
休
業
制
度
の
導
入

率
も
高
い
。
そ
の
割
合
は「
三
〇
〇
人
以
上
」

に
比
べ
れ
ば
低
い
が
、
傾
向
は
「
三
〇
〇
人

以
上
」
と
似
て
い
る
。
育
児
休
業
制
度
の
導

入
率
が
特
に
低
い
「
三
〇
人
未
満
」
の
企
業

規
模
に
育
児
休
業
制
度
が
普
及
す
る
た
め
に

は
、
男
女
均
等
の
面
で
も
女
性
労
働
力
の
活

用
が
浸
透
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え

る
。次

に
、
育
児
休
業
取
得
状
況
と
男
女
均
等

の
取
組
み
の
関
係
を
み
よ
う
。
図
10
に
、
育

児
休
業
制
度
の
有
無
お
よ
び
男
女
均
等
の
取

組
み
の
有
無
を
分
け
て
育
児
休
業
取
得
者
が

い
る
事
業
所
の
割
合
を
企
業
規
模
別
に
示
す
。

企
業
規
模
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
児

休
業
制
度
が
な
く
、
均
等
に
も
取
り
組
ん
で

い
な
い
事
業
所
に
は
育
児
休
業
者
が
い
な
い
。

こ
う
し
た
事
業
所
は
女
性
労
働
力
の
活
用
に

消
極
的
で
あ
る
た
め
に
、
育
児
休
業
も
取
得

し
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
均
等
と

育
児
休
業
の
関
係
は
企
業
規
模
ご
と
に
異
な

る
こ
と
も
分
析
結
果
は
示
唆
し
て
い
る
。
育

児
休
業
を
取
得
す
る
女
性
の
割
合
が
低
い
一

〇
〇
人
未
満
の
企
業
規
模
か
ら
み
よ
う
。
最

図7　第1子出産直前退職時期比率
－コーホート・育児休業制度の有無・第1子出産時居住地別－

図8　第1子出産直前退職時期比率
－コーホート・第1子出産直前勤務先企業規模・第1子出産時居住地別－
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も
規
模
の
小
さ
い
「
三
〇
人
未
満
」
で
は
、

男
女
均
等
の
取
組
み
「
な
し
」
の
場
合
、
育

児
休
業
制
度
「
あ
り
」
で
も
育
児
休
業
取
得

者
が
い
る
事
業
所
は
な
い
。
対
し
て
、「
三
〇

―

九
九
人
」
で
は
、
均
等
の
取
組
み
は
「
な

し
」
で
も
育
児
休
業
制
度
が
あ
れ
ば
、
一
定

の
割
合
で
育
児
休
業
取
得
者
が
い
る
。「
一

〇
〇―

二
九
九
人
」
に
お
い
て
も
、
育
児
休

業
制
度
「
あ
り
」
で
は
均
等
の
取
組
み
「
な

し
」
で
も
一
定
の
割
合
で
育
児
休
業
取
得
者

が
い
る
。
ま
た
、「
三
〇
〇
人
以
上
」
で
は
、

育
児
休
業
制
度
「
あ
り
」
に
限
れ
ば
、
均
等

の
取
組
み
の
有
無
に
よ
る
育
児
休
業
取
得
状

況
の
差
は
な
い
。

つ
ま
り
、
三
〇
人
以
上
の
企
業
規
模
で
は
、

育
児
休
業
制
度
が
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
均
等

の
取
組
み
は
な
く
て
も
、
育
児
休
業
を
取
得

し
て
い
る
。
だ
が
、「
三
〇
人
未
満
」
で
は
均

等
の
取
組
み
を
し
て
い
な
け
れ
ば
、
育
児
休

業
制
度
が
あ
っ
て
も
育
児
休
業
は
取
得
し
な

い
。
こ
の
規
模
に
お
い
て
、
育
児
休
業
制
度

が
機
能
す
る
た
め
に
、
あ
わ
せ
て
男
女
均
等

の
取
組
み
を
推
進
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重

要
と
い
え
る
。

次
世
代
法
行
動
計
画
の
策
定
と
育
児
休
業

従
業
員
が
三
〇
〇
人
を
超
え
る
企
業
は
、

次
世
代
法
に
も
と
づ
く
行
動
計
画
の
策
定
が

平
成
一
七
年
か
ら
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

三
〇
〇
人
以
下
の
企
業
に
も
同
様
の
努
力
義

務
が
あ
る
。
ま
た
、
改
正
次
世
代
法
に
よ
り
、

平
成
二
三
年
か
ら
は
行
動
計
画
策
定
義
務
が

一
〇
〇
人
を
超
え
る
企
業
に
拡
大
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
企
業
の
自
主
的
な
両
立
支
援

の
取
組
み
を
促
す
こ
と
が
、
中
小
企
業
に
お

け
る
育
児
休
業
の
定
着
に
と
っ
て
有
効
と
い

え
る
か
、
行
動
計
画
策
定
の
有
無
と
育
児
休

業
の
関
係
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

図
11
は
、
各
企
業
規
模
に
お
い
て
、
育
児

休
業
制
度
が
あ
る
事
業
所
の
割
合
を
次
世
代

法
行
動
計
画
の
策
定
の
有
無
別
に
示
し
て
い

る
。
規
模
の
小
さ
い
方
か
ら
見
る
。「
三
〇

人
未
満
」
で
は
、「
策
定
し
て
い
る
」
に
お
い

て
も
育
児
休
業
制
度
の
導
入
率
は
三
五
・

九
％
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、そ
の
割
合
は「
策

定
し
て
い
な
い
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
一

方
、
三
〇
人
以
上
の
「
三
〇
〇
人
以
上
」「
一

〇
〇―

二
九
九
人
」「
三
〇―

九
九
人
」
で
は
、

い
ず
れ
の
規
模
で
も
「
策
定
し
て
い
る
」
の

育
児
休
業
制
度
導
入
率
が
一
〇
〇
％
で
あ
る
。

育
児
休
業
制
度
を
両
立
支
援
の
柱
に
位
置
づ

け
る
考
え
方
が
、
三
〇

人
以
上
の
企
業
に
は
浸

透
し
て
い
る
様
子
が
う

か
が
え
る
。
そ
し
て
、

改
正
次
世
代
法
で
も
行

動
計
画
策
定
が
義
務
に

は
な
ら
な
い
「
三
〇―

九
九
人
」
で
も
、
両
立

支
援
の
自
主
的
取
組
み

を
促
す
こ
と
で
、
育
児

休
業
制
度
の
普
及
は
進

む
こ
と
が
分
析
結
果
か

ら
示
唆
さ
れ
る
。

つ
づ
い
て
、
育
児
休

業
取
得
と
の
関
係
を
み

よ
う
。
図
12
は
、
各
企

業
規
模
の
育
児
休
業
取

得
者
の
有
無
を
次
世
代

法
行
動
計
画
策
定
の
有

無
別
に
示
し
て
い
る
。

先
の
図
11
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
三
〇
人
以
上
の
企
業
規
模
で
は
、

行
動
計
画
を
策
定
し
て
い
る
す
べ
て
の
事
業

所
に
育
児
休
業
制
度
が
あ
る
。
企
業
規
模
一

〇
〇
人
以
上
で
は
行
動
計
画
を
策
定
し
て
い

な
い
事
業
所
も
約
九
〇
％
に
育
児
休
業
制
度

が
あ
り
、
育
児
休
業
制
度
と
行
動
計
画
の
ど

ち
ら
も
な
い
事
業
所
に
つ
い
て
、
分
析
に
堪

え
得
る
サ
ン
プ
ル
サ
イ
ズ
を
確
保
で
き
て
い

な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
分
析
対
象
を

育
児
休
業
制
度
が
あ
る
事
業
所
に
限
定
し
て

い
る
。

分
析
結
果
を
み
よ
う
。「
三
〇
〇
人
以
上
」

は
行
動
計
画
策
定
の
有
無
に
よ
る
差
が
な
い
。

い
わ
ゆ
る
「
く
る
み
ん
マ
ー
ク
」（
厚
生
労
働

省
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
両
立
支
援
の
実

績
が
あ
る
こ
と
を
示
す
認
定
マ
ー
ク
）
を
企

業
が
取
得
す
る
た
め
に
は
、
女
性
の
育
児
休

図9　育児休業制度がある事業所の割合
－企業規模・男女均等の取組みの有無別－

図10　育児休業取得者がいる事業所の割合
－企業規模・育児休業制度の有無・男女均等の取組みの有無別－

図11　育児休業制度がある事業所の割合
－企業規模・次世代法行動計画策定の有無別－

資料出所：「有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関する調査」（労働政策研究・研修機構 2007年）

資料出所：「有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関する調査」（労働政策研究・研修機構 2007年）

資料出所：「有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関する調査」（労働政策研究・研修機構 2007年）
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業
取
得
率
を
七
〇
％
以
上
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
だ
が
、「
策
定
し
て
い
な
い
」
に
も

「
策
定
し
て
い
る
」
と
同
じ
割
合
で
育
児
休

業
取
得
者
が
い
る
。
こ
の
規
模
で
は
、
次
世

代
法
の
行
動
計
画
を
改
め
て
意
識
し
な
く
て

も
育
児
休
業
を
取
得
で
き
る
事
業
所
が
少
な

く
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

行
動
計
画
策
定
に
よ
る
差
が
明
瞭
な
の
は

三
〇
〇
人
未
満
の
企
業
規
模
で
あ
る
。
い
ず

れ
の
規
模
で
も
「
策
定
し
て
い
る
」
方
が
育

児
休
業
取
得
者
の
い
る
割
合
は
高
い
。「
三

〇
人
未
満
」
で
も
「
策
定
し
て
い
る
」
方
が

育
児
休
業
取
得
者
の
い
る
割
合
は
高
く
、
前

述
の
均
等
と
と
も
に
両
立
支
援
の
自
主
的
取

組
み
も
促
せ
ば
、
育
児
休
業
取
得
者
が
増
え

る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
。「
三
〇―

九

九
人
」
の
企
業
に
お
け
る
育
児
休
業
取
得
は
、

特
に
「
都
市
部
」
に
お
い
て
重
要
な
課
題
で

あ
る
こ
と
を
前
出
の
図
８
は
示
唆
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
に
次
世
代
法
の
よ
う
な
形
で
企
業

の
自
主
的
取
組
み
を
促
す
政
策
は
有
効
で
あ

る
こ
と
が
、
こ
の
図
12
の
結
果
か
ら
示
唆
さ

れ
る
。
ま
た
、「
一
〇
〇―

二
九
九
人
」
は
、

新
た
に
次
世
代
法
の
行
動
計
画
策
定
が
義
務

と
な
る
企
業
規
模
に
相
当
す
る
が
、
行
動
計

画
策
定
を
契
機
に
育
児
休
業
の
取
得
者
は
さ

ら
に
増
え
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
分
析
結
果

で
あ
る
。

両
立
支
援
ニ
ー
ズ
の
把
握
と
育
児
休
業

最
後
に
も
う
一
つ
、
個
々
の
事
業
所
に
お

け
る
従
業
員
の
両
立
支
援
ニ
ー
ズ
把
握
状
況

と
の
関
係
を
示
そ
う
。
育
児
休
業
を
必
要
と

す
る
従
業
員
が
い
て
も
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
企

業
が
把
握
し
て
い
な
い
た
め
に
、
育
児
休
業

の
制
度
化
や
休
業
を
取
得
し
や
す
い
職
場
環

境
の
整
備
が
遅
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く

な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

図
13
は
、
ニ
ー
ズ
把
握
の
有
無
別
の
育
児

休
業
制
度
導
入
率
を
企
業
規
模
別
に
示
し
て

い
る
。
ニ
ー
ズ
把
握
「
あ
り
」
は
ニ
ー
ズ
調

査
や
労
使
協
議
な
ど
、
具
体
的
な
方
法
で
従

業
員
の
両
立
支
援
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
て
い
る

事
業
所
を
指
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
企
業
規

模
で
も
ニ
ー
ズ
把
握
「
あ
り
」
の
方
が
育
児

休
業
制
度
の
導
入
率
は
高
い
。
だ
が
、「
三
〇

〇
人
以
上
」
で
は
ニ
ー
ズ
把
握
「
な
し
」
で

も
九
五
％
近
い
事
業
所
に
育
児
休
業
制
度
が

あ
る
。
ニ
ー
ズ
把
握
の
有
無
に
よ
る
差
が
明

瞭
な
の
は
三
〇
〇
人
未
満
の
企
業
規
模
で
あ

る
。
三
〇
〇
人
未
満
で
は
、
い
ず
れ
の
企
業

規
模
で
も
、
ニ
ー
ズ
把
握
「
あ
り
」
の
育
児

休
業
制
度
導
入
率
が
「
な
し
」
に
比
べ
て
一

〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
高
い
。
と
く
に
「
三
〇
人

未
満
」
で
は
二
〇
ポ
イ
ン
ト
近
い
差
が
あ
り
、

ニ
ー
ズ
把
握
「
あ
り
」
の
育
児
休
業
制
度
導

入
率
は
五
〇
％
に
達
し
て
い
る
。

育
児
休
業
取
得
状
況
に
お
い
て
も
、
企
業

規
模
三
〇
〇
人
未
満
で
は
ニ
ー
ズ
把
握
に
よ

る
差
が
あ
る
。
図
14
を
み
よ
う
。
図
は
、
各

企
業
規
模
に
育
児
休
業
取
得
者
が
い
る
割
合

を
育
児
休
業
制
度
の
有
無
お
よ
び
ニ
ー
ズ
把

握
の
有
無
別
に
示
し
て
い
る
。

「
三
〇
〇
人
以
上
」で
は
ニ
ー
ズ
把
握「
な

し
」
の
方
が
や
や
高

い
。
だ
が
、
こ
の
規

模
の
「
育
児
休
業
制

度
あ
り
」
は
、
均
等

や
次
世
代
法
行
動
計

画
と
の
関
係
に
お
い

て
も
育
児
休
業
取
得

者
の
差
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、
そ
れ
ら
の
取

組
み
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
二
五
％
を
超

え
る
事
業
所
に
育
児

休
業
取
得
者
が
い
た
。

そ
う
し
た
結
果
と
あ

わ
せ
て
解
釈
す
れ
ば
、

ニ
ー
ズ
把
握
と
の
関

係
に
お
い
て
も
、
そ

の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
育
児
休
業
取
得

は
で
き
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
一
方
、

三
〇
〇
人
未
満
の
企

図12　育児休業取得者がいる事業所の割合
－企業規模・次世代法行動計画の策定の有無別－

（育児休業制度がある事業所）

図13　育児休業制度がある事業所の割合
－企業規模・両立支援ニーズ把握の有無別－

図14　育児休業取得者がいる事業所の割合
－企業規模・育児休業制度の有無・ニーズ把握の有無別－

資料出所：「有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関する調査」（労働政策研究・研修機構 2007年）

資料出所：「有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関する調査」（労働政策研究・研修機構 2007年）

「300人以上」の「育児休業制度なし」で「ニーズ把握あり」は7件のためグラフからは除いている。
資料出所：「有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関する調査」（労働政策研究・研修機構 2007年）
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業
規
模
で
は
、
い
ず
れ
の
企
業
規
模
で
も
育

児
休
業
取
得
者
が
い
る
割
合
は
、
育
児
休
業

制
度
と
ニ
ー
ズ
把
握
が
と
も
に
「
あ
り
」
の

事
業
所
が
最
も
高
い
。
だ
が
、
企
業
規
模
ご

と
に
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
こ
と
も
読
み

取
れ
る
。

「
一
〇
〇―
二
九
九
人
」
で
は
、
育
児
休

業
制
度
「
な
し
」
で
ニ
ー
ズ
把
握
「
あ
り
」

の
場
合
に
育
児
休
業
取
得
者
が
い
る
事
業
所

は
な
い
。
従
業
員
の
育
児
休
業
ニ
ー
ズ
を
把

握
し
た
事
業
所
は
、
す
べ
て
育
児
休
業
制
度

の
規
定
を
設
け
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

対
し
て
、「
三
〇―

九
九
人
」
で
は
ニ
ー
ズ
把

握
「
あ
り
」
で
育
児
休
業
制
度
「
な
し
」
の

事
業
所
に
も
二
三
・
一
％
に
育
児
休
業
取
得

者
が
い
る
。
ニ
ー
ズ
把
握
に
よ
っ
て
育
児
休

業
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ

た
が
、
ま
だ
制
度
化
は
し
て
い
な
い
事
業
所

が
少
な
く
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
三

〇
人
未
満
」
は
、
ニ
ー
ズ
把
握
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
、
育
児
休
業
制
度
「
あ
り
」
の
方

が
育
児
休
業
取
得
者
の
い
る
割
合
が
高
い
。

し
か
し
、
そ
の
割
合
が
最
も
高
い
の
は
育
児

休
業
制
度
と
ニ
ー
ズ
把
握
が
と
も
に「
あ
り
」

の
事
業
所
で
あ
る
。「
三
〇
人
未
満
」
に
お

い
て
も
、
効
果
的
に
育
児
休
業
制
度
を
運
用

す
る
た
め
に
従
業
員
の
両
立
支
援
ニ
ー
ズ
を

把
握
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

６　

お
わ
り
に

分
析
結
果
か
ら
示
唆
さ
れ
る
企
業
規
模
ご

と
の
就
業
継
続
支
援
の
課
題
は
、
次
の
よ
う

に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
三
〇
〇
人
未
満
の
中
小
企
業
で
も
育
児
休

業
制
度
が
あ
る
事
業
所
は
増
え
て
い
る
が
、

依
然
と
し
て
企
業
規
模
に
よ
る
差
が
あ
る
。

育
児
休
業
制
度
の
導
入
率
が
と
く
に
低
い

三
〇
人
未
満
の
企
業
に
制
度
が
普
及
す
る

た
め
に
は
男
女
均
等
の
面
で
も
女
性
労
働

力
活
用
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
。

②
一
〇
〇
人
未
満
の
企
業
で
は
育
児
休
業
取

得
者
が
少
な
く
、
三
〇―

九
九
人
の
企
業

規
模
で
は
「
都
市
部
」
で
の
就
業
継
続
率

が
著
し
く
低
い
。
育
児
休
業
と
保
育
サ
ー

ビ
ス
の
両
面
か
ら
就
業
継
続
を
支
援
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
育
児
休
業
取
得

促
進
に
お
い
て
は
、
次
世
代
法
の
行
動
計

画
の
よ
う
に
、
企
業
の
自
主
的
な
両
立
支

援
の
取
り
組
み
を
促
す
こ
と
が
有
効
。

③
育
児
休
業
取
得
割
合
は
高
い
三
〇
〇
人
以

上
の
大
企
業
に
お
い
て
も
、
事
務
職
の
就

業
継
続
率
低
下
や
非
正
規
雇
用
の
拡
大
に

よ
り
、
若
い
コ
ー
ホ
ー
ト
の
就
業
継
続
率

は
低
下
し
て
い
る
。
女
性
の
働
き
方
の
変

化
に
対
応
し
た
さ
ら
な
る
就
業
継
続
支
援

の
充
実
が
課
題
。

こ
れ
ら
の
知
見
を
も
と
に
、
さ
ら
に
踏
み

込
ん
だ
調
査
研
究
を
実
施
し
、
有
効
な
支
援

の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題

で
あ
る
。

〔
注
〕

１
．
分
析
に
使
用
し
た
デ
ー
タ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
が
過
去

に
実
施
し
た
「
有
期
契
約
労
働
者
の
育
児
休
業
等
の
利

用
状
況
に
関
す
る
調
査
」（
二
〇
〇
七
年
）
の
事
業
所
調

査
と
、
三
〇
〜
五
四
歳
の
個
人
を
対
象
と
し
た
「
仕
事

と
生
活
調
査
」（
二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
。

２
．「
有
期
契
約
労
働
者
の
育
児
休
業
等
の
利
用
状
況
に

関
す
る
調
査
」
は
「
女
性
雇
用
管
理
基
本
調
査
」
と
同

じ
方
法
で
調
査
対
象
を
抽
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
調
査

名
は
「
有
期
契
約
労
働
者
の
…
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

比
較
対
象
と
し
て
雇
用
期
間
の
定
め
が
な
い
労
働
者
の

育
児
休
業
制
度
実
施
状
況
も
調
査
し
て
い
る
た
め
、
雇

用
形
態
に
か
か
わ
ら
な
い
対
象
事
業
所
の
育
児
休
業
制

度
実
施
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
．
首
都
圏
の
東
京
都
・
神
奈
川
県
・
千
葉
県
・
埼
玉
県

と
近
畿
圏
の
京
都
府
・
大
阪
府
・
兵
庫
県
お
よ
び
政
令

指
定
都
市
と
中
核
市
を
「
都
市
部
」
と
し
て
い
る
。
な

お
、
以
下
の
図
に
お
け
る
「
都
市
部
」
は
「
保
育
所
の

状
況
（
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
現
在
）
等
に
つ
い
て
」

の
「
都
市
部
」
に
該
当
す
る
地
域
、「
そ
の
他
」
は
そ
れ

以
外
の
地
域
を
指
し
て
い
る
。

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

い
け
だ
・
し
ん
ご
う
／
東
京
工
業
大
学
大
学

院
社
会
理
工
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得

退
学
。
当
機
構
に
お
け
る
研
究
成
果
と
し
て
、

『
仕
事
と
生
活―

体
系
的
両
立
支
援
の
構
築

に
向
け
て
』（
共
著
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
シ

リ
ー
ズ
№
７
、
二
〇
〇
七
年
）、『
有
期
契
約

労
働
者
の
育
児
休
業―

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
結

果
報
告
』（
資
料
シ
リ
ー
ズ
№
30
、
二
〇
〇
七

年
）、『
有
期
契
約
労
働
と
育
児
休
業―

継
続

雇
用
の
実
態
と
育
児
休
業
の
定
着
に
向
け
た

課
題
』（
共
著
、
労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
99
、

二
〇
〇
八
年
）
な
ど

８月６日から日経テレコン２１で
『Business Labor Trend』の記事検索が可能になりました

・８月６日からオンライン記事検索サービス「日経テレコン２１」（http://t21.nikkei.co.jp/）で

『Business Labor Trend』に掲載された記事の見出し、本文を検索、閲覧することができるようになりました。

　※　記事検索を利用するためには日経テレコン２１への加入が必要です。また、検索、閲覧ごとに利用料が発生します。

　※　当面の間、２００７年１２月以降に発行された号が検索対象となりますが、今後対象範囲を広げていく予定です。


